
①避難場所、避難経路は事前に確認！！
＊あなたが住んでいる地域で、発生が予想される浸水被害や土砂災害について知ることが大切です。

＊安全な避難を行うためには、避難場所、避難経路 を事前に確認しておくことが重要です。

＊洪水ハザードマップなどを活用して、適切な避難方法を考えましょう。

なお、洪水ハザードマップは市町村のホームページなどから入手可能です。

【登米市ハザードマップは次のwebサイトでご覧いただけます。 http：/www.city.tome.miyagi.jp/kurashi/bousai/map.html】

事前の備え

⽶⾕出張所は、岩⼿県境から分流施設上流までの北上川を管理しています。
ここでは、出張所管内での様々な取り組みや活動をお伝えします。

国⼟交通省 東北地⽅整備局 北上川下流河川事務所 ⽶⾕出張所
〒987-0902  宮城県登⽶市東和町⽶⾕字古館5-4 ＴＥＬ 0220(42)2211     ＦＡＸ 0220(42)2249

北上川下流河川事務所ホームページ ＵＲＬ： http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html

データ放送画面

の｢防災・生活

情報｣
を選び、リモコ

ンの決定ボタン

を押します。

７⽉〜９⽉は、北上川で洪⽔が⼼配される期間です。
昨年9⽉の関東･東北豪⾬では堤防が決壊するなど、甚⼤な被害が⽣じたところです。また近年の⾬の降り⽅は局地化・

集中化し、全国のどこでも同様の豪⾬災害が発⽣してもおかしくありません。
そこで、⽇頃からの備えが、いざというときに役に⽴つので、⽔害への備えを紹介します。

ま い や

トピック １

｢河川水位・

雨量｣を選び、

リモコンの決

定ボタンを押

します。

｢河川水位・

雨量｣が表示

されます。

河川水位・

雨量の画面

NHK総合に

合わせ、

リモコンの

｢ｄボタン｣
を押します。

※ｄボタンの位

置は、テレビの

メーカーによっ

て異なります。

②非常時の持ち出し品は、事前に準備！！

＊貴重品や衣類、非常用食品などを準備しておきましょう。 ＊懐中電灯やラジオの準備も大切です。

＊避難時の荷物は必要最低限にしましょう。

③気象情報や河川情報に注意！！

＊水害時の避難行動をとるためには、付近で流れる河川の水位の情報や雨の情報、気象予警報などの把握が重要です。

河川の水位や雨の情報は、テレビ、ラジオ、インターネットなどから入手できます。

＊また、自治体から出される避難情報についても、情報の入手方法を事前に確認し、情報に注意しましょう。

台風などが近づいたら・・
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トピック ２

国⼟交通省 東北地⽅整備局 北上川下流河川事務所 ⽶⾕出張所
〒987-0902  宮城県登⽶市東和町⽶⾕字古館5-4 ＴＥＬ 0220(42)2211     ＦＡＸ 0220(42)2249

北上川下流河川事務所ホームページ ＵＲＬ： http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html

6月2日(木)    北上川クリーン作戦

６月14日(火)    船上巡視点検

６月8日(水)    国際交流支援・北上川クルーズ

６月19日(日) 災害対策車展示

６月に行われた北上川に関するイベントを

紹介します！

登米市水道事業所の主催で、

「とよま船着場」付近を清掃し

ていただきました。

サウスレイク市(米)から登米市へ訪問していた青少年

訪問団９名が、北上川クルーズを堪能。

（協力：とよま北上川かっぱの会）

とよま船着場
（登米水辺プラザ）

魚が住めるきれいな川を

願って、北上保育園の園

児が放流しました。
(場所：とよま船着場)

６月6日(月) ヤマメの稚魚を放流

登米市水防演習の会場に排水ポンプ車

と排水活動状況を展示しました。

陸上から確認できない護岸や橋脚

を船で点検しました。

米谷出張所 は何をしているところでしょうか・・・？？トピック３

【Q1】業務内容は？
A・米谷出張所では、登米市内を流れる北上川と二股川(一部)の堤防整備などを

行う河川改修や、堤防や河川の維持管理、河川巡視などの業務を行っています。

また、河川に関する許認可、お問い合わせの窓口になっています。

【Q2】河川巡視って何ですか？
A・河川巡視とは、米谷出張所が管轄する区間(岩手県との県境から津山町の

柳津大橋付近)で、堤防の損傷や不法投棄、樋管などの河川管理施設に異常

がないかなどを点検するため毎週（週２回）河川を巡回していることです。

なお、巡視のときは、河川パトロールカー（写真右）に乗って点検したり、

車から見えないところは歩いて、日々の点検や洪水に備えての点検などを

行っています。

【Q３】もしも、川や堤防の異常や変状を発見したときは？
A・お近くの出張所（米谷出張所）へご連絡ください。


